
 我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度

の必要性が高まっています。 

 このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法(※)の施行の日である平成24年7月

9日とされています。

※現行の外国人登録制度を廃止し、法務大臣が適法に在留する外国人に対して空港等で在留カードを発行する 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管

理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されています。 

改正のポイント 

外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります

 日本の国籍を有しない者について適用を除外している現行の住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)が改正され、外国人住民

についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。 

 この結果、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、

住民基本台帳が作成されることになります。 

 

 

1 外国人住民に係る住民票を作成する対象者について 

2 外国人住民に係る住民票の記載事項について  

3 外国人住民に係る届出について 

4 法務大臣からの通知について 

5 その他 

6 移行措置(仮住民票の作成) 

外国人住民の方にとって利便性が向上します

本改正により、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日

本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された

住民票の写し等が発行できるようになります。

◦

住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サー

ビスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されます。

◦

法務大臣と市町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市町村にそれぞれ届出す

るといった負担は軽減されるようになります。

◦

 

施行に向けた準備・検討状況

●外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会(平成21年9月～) 

●外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究（平成21年8月～平成22年1月） 

※調査研究最終報告の解説を、地域衛星通信ネットワークにおいて、平成22年3月9日、17日及び23日に放映いたしました。また、財

団法人自治体衛星通信機構のホームページで動画配信しております。

 
 

法改正に関する説明会等の実施状況

●外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する説明会（平成22年10月5日）

※本説明会につきましては、地域衛星通信ネットワークにおいて、平成22年10月14日及び21日に放映いたしました。また、財団法人

自治体衛星通信機構のホームページで動画配信しております。

●住民基本台帳法の一部改正に伴う担当者説明会（平成21年10月7日）

    

 

更新情報 >>一覧 

2012/6/29  
●中国語（簡体字・繁体字）、スペイン語、ポルトガル語のページを開設しまし
た。 
2012/5/7  
●総務省コールセンター（多言語電話相談窓口）のご案内等を掲載しました。 
2012/1/27  
●改正法令に政令及び省令を掲載しました。 

改正法令

●「住民基本台帳法の一部を改正する法律」 
 概要(PDF) 要綱(PDF) 
  法律・理由(PDF)  
 新旧対照条文(PDF)  
●「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」 
 概要（PDF） 要綱（PDF） 
 政令・理由（PDF） 
 新旧対照条文（PDF） 
●「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令」 
 概要（PDF） 
 省令（PDF） 
 新旧対照条文（PDF） 
●「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」 
 概要（PDF） 要綱（PDF） 
 政令・理由（PDF） 
 新旧対照条文（PDF） 
 改正後の住基法施行令新旧対照条文（PDF） 
●「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」 
 概要（PDF） 
 省令（PDF） 
 新旧対照条文（PDF） 
 改正後の住基法施行規則新旧対照条文（PDF） 

関係資料等

●適法な在留外国人の台帳制度についての基本構想(平成20年3月)(PDF)  
●外国人台帳制度に関する懇談会(平成20年4月～12月) 
●外国人台帳制度に関する懇談会報告書(平成20年12月)(PDF) 
●外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用ポスター 

日本語   英語  

中国語（簡体字）   中国語（繁体字）  

韓国語   ポルトガル語   スペイン語  
●外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット 

日本語・ページ別  

英語・ページ別  

中国語（簡体字）・ページ別  

中国語（繁体字）・ページ別  

韓国語・ページ別  

ポルトガル語・ページ別  

スペイン語・ページ別  

日本語・外面   日本語・内面  

英語・外面   英語・内面  

中国語（簡体字）・外面   中国語（簡体字）・内面  

中国語（繁体字）・外面   中国語（繁体字）・内面  

韓国語・外面   韓国語・内面  

ポルトガル語・外面   ポルトガル語・内面  

スペイン語・外面  スペイン語・内面  
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●その他法改正に関する地方公共団体への説明等の実施状況はこちら（随時更新）

 

改正法に関するQ&A

●Ｑ＆Ａ集

総務省コールセンター（多言語電話相談窓口）のご案内

 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。

１）電話番号
０５７０―０６６―６３０（ナビダイヤル） 
０３―６３０１―１３３７（IP電話、PHSからの通話の場合）

２）受付時間
８：３０～１７：３０

３）開設期間
平成２４年４月２日から平成２５年３月２９日 
（土日祝日、年末年始を除く。）

４）対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語 
スペイン語、ポルトガル語の６言語

※リーフレットの一部訂正について(お詫び)  

●現在日本にお住まいの外国人の方へ  

●２０１２年７月９日以降に新たに日本に入国する外国人の方へ  
●２０１２年７月９日以降に転出・転入を予定されている外国人住民の方へ

 

リンク

 
 
●総務省広報誌(平成24年5月号)に関連記事が掲載されました。→こちら

●外国人住民の方へ：ご注意下さい  
あなたの住民票に記載される内容の通知を受けていない方等は、７月２３日
（月）までに、お住まいの市区町村に住民票作成のための届出が必要です。
（「重要なお知らせ」へのリンク）
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